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○ 精神医療審査会の開催・議決について、予備委員の確保等に関する取組事例を周知

○ 児童相談所を設置している中核市において療育手帳の交付決定が可能であることを明確化し、その旨を周知する
方向で検討・結論

地方分権改革については、地方の声を踏まえつつ改革を推進していくことを目的に、2014年度より

地方公共団体等からの「提案募集方式」が導入されている。これにより、地方から提案のあった事務・
権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等の推進が図られている。
「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成30年12月25日閣議決定。以下「対応方

針」という。）のうち、障害保健福祉部関係の内容は以下の通りであり、対応方針に基づき随時措置を
実施。（※）平成29年以前の提案で、30年中に措置されたものは除く

2018年度中に措置、又は検討・結論を得るとするもの

○ 精神通院医療の支給認定事務のうち、申請者の所得区分情報の審査に係る確認事務について、事務処理特例によ
り市町村が処理することの効果・課題等を整理し、周知（2019年中）

○ 個人番号の記載を義務付けている以下の受給者証等の再交付申請手続について、個人番号の記載の省略（2019
年中）
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則における障害福祉
サービス受給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、療養介護医療受給者証
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則における精神障害者保健福祉手帳

（参考）対応方針
個人番号の記載を義務付けている以下の被保険者証等の再交付申請手続については、2019年中に省令を改正し、個人番

号の提供を受ける場合と同等の本人確認のための措置を講じた場合に限り、個人番号の記載の省略を可能とする。
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する障害福祉サービス受給者証、
地域相談支援受給者証及び自立支援医療受給者証並びに療養介護医療受給者証

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則に規定する精神障害者保健福祉手帳

2019年中に措置するもの



○ 自立支援医療に係る支給認定申請書及び受給者証について、性別の記載を削除することについて検討・結論
（2019年中）

○ 放課後等デイサービスの利用対象児童について、現行の利用対象児童の範囲の考え方等も踏まえて検討・結論
（2019年度中）
（参考）対応方針

放課後等デイサービスの利用対象児童については、利用実態等に係る調査を行い、現行の利用対象児童の範囲の考え方
等も踏まえつつ、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○ 障害者支援施設等に対する施設監査について、監査事務を効率化する方向で検討・結論（2019年度中）
（参考）対応方針
障害者支援施設等に対する施設監査については、地方公共団体の事務負担の軽減を図るため、利用者に対する処遇の

質の確保に留意しつつ、監査事務を効率化する方向で検討し、2019年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

○ 身体障害者手帳の再交付申請について、個人番号の記載の省略を検討・結論（2019年中）
（参考）対応方針

身体障害者福祉法施行規則において、個人番号の記載を義務付けている身体障害者手帳の再交付申請については、地方公共
団体における事務の実態等を踏まえつつ、個人番号の記載の省略を検討し、2019年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

○ 重度訪問介護について、常時介護を必要とする障害者の在宅就業支援の在り方を検討・結論 （2020年度中）
（参考）対応方針
重度訪問介護については、地方公共団体等の意見や福祉施策と労働施策との役割分担を踏まえ、常時介護を必要とする障害者
の在宅での就業支援の在り方について検討し、2021年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

2019年以降に検討・結論を得るとするもの

○ 障害福祉サービスの事業等の基準等省令の今後の改正に当たって、早期に関連情報を提供し、公布するよう配慮

その他


